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業
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害
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法
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昭
和
三
十
九
年
法
律
第
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五
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八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

三
沢
市
鹿
中
一
丁
目
四
八
九

尾
崎

勝
一

三
沢
市
前
平
一
丁
目
二
の
四

工
藤

勇

三
沢
区
域

三
沢
市
漁
業
協

同
組
合
の
地
区

総
ト
ン
数
二
ト
ン

以
上
十
ト
ン
未
満

の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、

主
と
し
て
刺
網
漁

業

三
沢
市
鹿
中
一
丁
目
五
三
二

佐
々
木

光
夫

三
沢
市
大
津
四
丁
目
一
二
の
四
〇
五
坂
岡

隆
志

総
ト
ン
数
二
ト
ン

以
上
十
ト
ン
未
満

の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、

主
と
し
て
い
か
つ

り
漁
業

三
沢
市
三
川
目
四
丁
目
一
四
五
の
四
三
四
門
上

馨

三
沢
市
鹿
中
三
丁
目
一
四
五
の
四
九
四河
村

幸
子

総
ト
ン
数
二
ト
ン

以
上
十
ト
ン
未
満

の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、

主
と
し
て
ほ
っ
き

貝
け
た
網
漁
業

三
沢
市
鹿
中
一
丁
目
一
四
五
の
七
一
一冨
田

由
廣

三
沢
市
三
川
目
四
丁
目
六
九
の
二
一
三宮
古

武
則

総
ト
ン
数
二
ト
ン

以
上
十
ト
ン
未
満

の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、

昭
和
五
十
年
九
月

六
日
青
森
県
告
示

第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償

法
に
よ
る
加
入
区

の
設
定)

の
二
の

表
三
沢
区
域
の
項

の
１
か
ら
３
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の

漁
業
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( )

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
驥
北
会

三

代
表
者
の
氏
名

中
野
渡

利
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
佐
井
幅
一
一
五
の
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
心
身
に
障
害
を
持
っ
た
人
、
高
齢
者
及
び
悩
み
を
持
っ
た
青
少
年
に
対
し
て
、

豊
か
な
自
然
環
境
の
中
で
の
動
物
や
植
物
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
心
身
を
充
実
さ
せ
、
社
会
復

帰
を
め
ざ
す
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
の
事
業
を
行
い
、
人
と
人
と
の
交
流
及
び
地
域
社
会
の
福
祉

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

弘
前
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
二
五
三
の
一

松
下

誠
四
郎

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
泊
山
一
の
一
九

中
村

幸
一

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
五
八
〇
の
二

辻
浦

武
治

泊

市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

弘

前

市

石
渡
二
丁
目
、
石
渡
三
丁

目
、
石
渡
四
丁
目
、
浜
の

町
北
一
丁
目
、
浜
の
町
北

二
丁
目



( )

一

商
号
又
は
名
称

東
和
電
気
商
会

二

氏
名

今

秀
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
矢
田
字
下
野
尻
六
の
一
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
一
四
八
四
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
十
月
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
山
田
組

二

代
表
者
の
氏
名

山
田

幸
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
寺
ノ
沢
二
一
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
一
五
三
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

屋
根
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
及
び
さ
く
井
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
山
田
組

二

代
表
者
の
氏
名

山
田

幸
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
寺
ノ
沢
二
一
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
三)

第
一
五
三
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
及
び
造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日青

森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を

定
め
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
西
目
屋
村
の
項
中

｢

課
長
、｣

を

｢

課
長
、
室
長
、｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

労

働

委

員

会

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
等

労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
四
条
及
び
労
働
委
員
会

規
則(

昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
あ
っ

せ
ん
員
候
補
者
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
労
働
委
員
会
会
長

大

澤

一

實

青 森 県 報平成28年11月21日 月曜日 第4228号 4

氏

名

職

業

大
澤

一
實

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

公
益
委
員)

弁
護
士

岩
谷

直
子

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

公
益
委
員)

弁
護
士

大
矢

奈
美

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

公
益
委
員)

青
森
公
立
大
学
経
営
経
済
学
部
准
教
授

伊
藤

佑
輔

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

公
益
委
員)

弁
護
士

細
矢

浩
志

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

公
益
委
員)

弘
前
大
学
人
文
社
会
科
学
部
教
授

山
内

裕
幸

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

労
働
者
委
員)

全
日
通
労
働
組
合
青
森
支
部
執
行
委
員
長

小
野

武
司

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

労
働
者
委
員)

三
八
五
労
働
組
合
中
央
執
行
委
員
長

谷
川

浩
二

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

労
働
者
委
員)

弘
前
愛
成
会
病
院
労
働
組
合
執
行
委
員
長

内
村

隆
志

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

労
働
者
委
員)

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
青
森
県
連
合
会
会
長

野
坂

聡
子

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

労
働
者
委
員)

オ
ー
ル
ユ
ニ
バ
ー
ス
ユ
ニ
オ
ン
副
書
記
長

北
村
真
夕
美

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

使
用
者
委
員)

株
式
会
社
青
森
経
営
研
究
所
代
表
取
締
役
社
長

寺
下

一
之

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

使
用
者
委
員)

寺
下
建
設
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

藤
本

和
夫

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

使
用
者
委
員)

協
同
組
合
青
森
総
合
卸
セ
ン
タ
ー
専
務
理
事

斎
藤

悦
朗

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

使
用
者
委
員)

弘
前
航
空
電
子
株
式
会
社
顧
問

小
笠
原

裕

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

使
用
者
委
員)

一
般
社
団
法
人
青
森
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

山
内

潤
一

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

天
内

章
司

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

鈴
木

孝
志

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
副
参
事


